
長野県多面的機能支払交付金交付要綱 

制定 平成26年４月１日26農整第172号 

最終改正 令和５年４月19日５農整第105号 

 

 

 

（通則） 

第１ 長野県知事（以下「知事」という。）は、地域の共同活動を支援し、農業の

有する多面的機能の維持・発揮を図るため、地域ぐるみで取り組む農地維持活

動、地域資源（農地、水路、農道等）を適切に保全管理するための共同活動及

び農業用施設の長寿命化のための活動などに対し、多面的機能支払交付金実施

要綱（平成 26 年４月１日付け 25 農振第 2254 号農林水産事務次官依命通知。以

下「実施要綱」という。）及び多面的機能支払交付金実施要領（平成 26 年４月

１日付け 25 農振第 2255 号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」と

いう。）に基づく多面的機能支払交付金の実施に要する経費について、予算の

範囲内において市町村に交付金を交付する。 

２ 知事は、多面的機能支払交付金の実施と併せて、日本型直接支払推進交付金交

付等要綱（令和４年４月１日付け３農振第 3021 号農林水産事務次官依命通知。以

下「推進交付金交付等要綱」という。）及び日本型直接支払推進交付金実施要領

（平成 28 年４月１日付け 27 生産第 2855 号農林水産省生産局長・27 農振第 2219

号農村振興局長通知。）に基づく日本型直接支払推進交付金のうち、多面的機能

支払交付金に係る推進事業（以下「推進交付金」という。）に要する経費につい

て、予算の範囲内において市町村及び長野県農業農村多面的機能発揮促進協議会

（以下「協議会」という。）に交付金を交付する。 

３ 前２項に係る交付金の交付については、補助金等交付規則（昭和 34 年長野県規

則第９号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるとこ

ろによる。 

 

（交付の対象及び交付率） 

第２ 交付の対象経費及び交付率は、別表に掲げるとおりとする。 

 

（流用の禁止） 

第３  別表の事業の欄に掲げる１又は２の経費と３の経費の相互間の流用をしては

ならない。 

 

（交付単価） 

第４ 農地維持支払交付金の交付単価は、次の（１）に定めるとおりとする。 

（１）基本単価 

農地維持支払交付金の基本単価は、次に掲げる表中の①の欄に定めるとおり

とする。このうち、県の助成は、同表中の②の欄に定めるとおりとする。 
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地目 
①農地維持支払交付金の 10

アール当たりの交付単価 

② 

①のうち県の助成 

 

うち国の助成 

田 ３，０００円 ２，２５０円 １，５００円 

畑 ２，０００円 １，５００円 １，０００円 

草地 ２４０円 １８０円 １２０円 

（２）助成措置 

県は、毎年度、予算の範囲内で、市町村に対し、対象組織の農地維持活動に要

する経費について助成する。 

 

２ 資源向上支払交付金の交付単価は、次の（１）から（３）までに定めるとおり

とする。 

（１）地域資源の質的向上を図る共同活動 

地域資源の質的向上を図る共同活動（以下「資源向上活動（共同）」という。）

の実施に必要な交付金の交付単価は、次のアからウまでに定めるとおりとする。 

ア 基本単価 

資源向上活動（共同）の実施に必要な交付金の基本単価は、次に掲げる表中の

①の欄に定めるとおりとする。このうち、県の助成は、同表中の②の欄に定める

とおりとする。 

 

地目 

①資源向上活動（共同）の実

施に必要な交付金の 10ア

ール当たりの交付単価 

② 

①のうち県の助成 

 

 

うち国の助成 

田 ２，４００円 １，８００円 １，２００円 

畑 １，４４０円 １，０８０円 ７２０円 

草地 ２４０円 １８０円 １２０円 

イ 継続地区の交付単価 

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律（平成 26 年法律第 78 号）

に基づき、市町村長から認定を受けた事業計画において対象となる資源として

位置付けて資源向上活動（共同）を５年間以上実施した農用地及び施設の長寿命

化のための活動（以下「資源向上活動（長寿命化）」という。）の対象農用地に

ついては、次に掲げる表中の①の欄に定めるとおりとする。このうち、県の助成

は、同表中の②の欄に定めるとおりとする。 

地目 

①資源向上活動（共同）の実

施に必要な交付金の 10ア

ール当たりの交付単価 

② 

①のうち県の助成 

 

 

うち国の助成 

田 １，８００円 １，３５０円 ９００円 

畑 １，０８０円 ８１０円 ５４０円 

草地 １６０円 １２０円 ８０円 

ウ 加算単価 

（ア）多面的機能の更なる増進に向けた活動への支援 

多面的機能の増進を図る活動に取り組んでいる対象組織が、事業計画に定め

る活動期間中に、実施要領第２の２の（２）で定める多面的機能の増進を図る
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活動の活動項目から新たに活動項目を選択し、１活動項目以上追加する場合又

は新たに設立する対象組織及び多面的機能の増進を図る活動に取り組んでい

ない対象組織が、事業計画に定める活動期間中に実施要領第２の２の（２）で

定める多面的機能の増進を図る活動の活動項目（ただし、広報活動を除く。）

から２活動項目以上選択して取り組む場合に、当該活動期間中に限り加算でき

る交付単価は、次に掲げる表中の①の欄に定めるとおりとする。このうち、県

の助成は、同表中の②の欄に定めるとおりとする。 

＜アの場合における交付単価＞ 

地目 
①資源向上活動（共同）の10

アール当たりの交付単価 

② 

①のうち県の助成 

 

うち国の助成 

田 ４００円 ３００円 ２００円 

畑 ２４０円 １８０円 １２０円 

草地 ４０円 ３０円 ２０円 

＜イの場合における交付単価＞ 

地目 
①資源向上活動（共同）の10

アール当たりの交付単価 

② 

①のうち県の助成 

 

うち国の助成 

田 ３００円 ２２５円 １５０円 

畑 １８０円 １３５円 ９０円 

草地 ３０円 ２２．５円 １５円 

イの草地の場合において、対象農用地の面積は、10 アール未満を切捨てとする。 

（イ）農村協働力の深化に向けた活動への支援 

（ア）の支援を受ける対象組織であって、構成員のうち農業者以外の者が

４割以上を占め、かつ、当該対象組織の活動に参加する構成員の個人及び団

体を構成する者の合計のうち８割以上が参加する実践活動を毎年度行う場

合、又は役員に女性が２名以上選任されている場合で、当該対象組織の活動

に参加する構成員の個人及び団体を構成する者の合計のうち６割以上が参

加する実践活動を毎年度２種以上それぞれ別の日に行う場合に、当該活動期

間中に限り（ア）の表中の単価に更に加算できる交付単価は、次に掲げる表

中の①の欄に定めるとおりとする。このうち、県の助成は、同表中の②の欄

に定めるとおりとする。 

＜アの場合における交付単価＞ 

地目 
①資源向上活動（共同）の10

アール当たりの交付単価 

② 

①のうち県の助成 

 

うち国の助成 

田 ４００円 ３００円 ２００円 

畑 ２４０円 １８０円 １２０円 

草地 ４０円 ３０円 ２０円 

＜イの場合における交付単価＞ 

地目 
①資源向上活動（共同）の10

アール当たりの交付単価 

② 

①のうち県の助成 

 

うち国の助成 

田 ３００円 ２２５円 １５０円 

畑 １８０円 １３５円 ９０円 

草地 ３０円 ２２．５円 １５円 
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イの草地の場合において、対象農用地の面積は、10 アール未満を切捨てとする。 

 

（ウ）水田の雨水貯留機能の強化（田んぼダム）を推進する活動への支援 

   事業計画に定める期間中に、次の（ａ）又は（ｂ）のいずれかに該当する 

活動を行う場合に、当該活動期間中に限り加算できる交付単価は、次に掲 

げる表中の①の欄に定めるとおりとする。このうち、県の助成は、同表中 

の②の欄に定めるとおりとする。 

 （ａ） 資源向上支払（共同）の交付を受ける田面積全体のうち５割以上にお 

いて、田の雨水貯留機能の強化を目的として、大雨時の水田からの排 

水を調整するため、水田の落水口に排水調整板の設置等を行う場合（ 

加算対象面積は当該活動を実施する活動組織の対象農用地面積のうち 

田面積全体とする） 

 （ｂ） 広域活動組織にあっては、当該活動を実施する集落ごとに、資源向上 

支払（共同）の交付を受ける集落内の田面積全体のうち５割以上にお 

いて、田の雨水貯留機能の強化を目的として、大雨時の水田からの排 

水を調整するため、水田の落水口に排水調整板の設置等を行う場合（ 

加算対象面積は当該活動を実施する各集落の対象農用地面積のうち田 

面積全体の合計とする） 

 

＜アの場合における交付単価＞  

地目 
①資源向上活動（共同）の10

アール当たりの交付単価 

② 

①のうち県の助成 

 

うち国の助成 

田 ４００円 ３００円 ２００円 

＜イの場合における交付単価＞ 

地目 
①資源向上活動（共同）の10

アール当たりの交付単価 

② 

①のうち県の助成 

 

うち国の助成 

田 ３００円 ２２５円 １５０円 

 

エ 多面的機能の増進を図る活動の取扱い 

ア及びイのいずれにおいても、多面的機能の増進を図る活動に取り組まない

場合には、当該支払の交付単価に６分の５を乗じた額を交付単価の上限とし、次

に掲げる表中の①の欄に定めるとおりとする。このうち、県の助成は、同表中の

②の欄に定めるとおりとする。 

＜アの場合における交付単価＞ 

地目 

①資源向上活動（共同）の実

施に必要な交付金の 10ア

ール当たりの交付単価 

② 

①のうち県の助成 

 

 

うち国の助成 

田 ２，０００円 １，５００円 １，０００円 

畑 １，２００円 ９００円 ６００円 

草地 ２００円 １５０円 １００円 
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＜イの場合における交付単価＞ 

地目 

①資源向上活動（共同）の実

施に必要な交付金の 10ア

ール当たりの交付単価 

② 

①のうち県の助成 

 

 

うち国の助成 

田 １，４８０円 １，１１０円 ７４０円 

畑 ８８０円 ６６０円 ４４０円 

草地 １２０円 ９０円 ６０円 

（２）施設の長寿命化のための活動 

ア 対象組織への資源向上活動（長寿命化）に対する交付金の上限額は、事業計

画に位置付けられている対象農用地について、次に掲げる表中の地目ごとの①

の交付単価の欄に定める単価をそれぞれ該当する対象農用地の面積に乗じて

得た金額に相当する金額の合計とする。なお、実施要綱別紙５の第３に定める

要件を満たさない活動組織の場合は、当該金額又は保全管理する区域内に存在

する集落数に 200 万円を乗じて得た額のいずれか小さい額とする。このうち、

県の助成は、同表中の②の欄に定めるとおりとする。 

地目 

①資源向上活動（長寿命化）

のための活動に対する 10

アール当たりの交付単価 

② 

①のうち県の助成 

 

 

うち国の助成 

田 ４，４００円 ３，３００円 ２，２００円 

畑 ２，０００円 １，５００円 １，０００円 

草地 ４００円 ３００円 ２００円 

イ 実施要綱別紙５の第３に定める要件を満たさず、かつ直営施工を実施しな

い活動組織にあっては、アに定める単価に６分の５を乗じて得た額を上限と

し、次に掲げる表中の①の欄に定めるとおりとする。このうち、県の助成は、

同表中の②の欄に定めるとおりとする。 

地目 

①資源向上活動（長寿命化）

のための活動に対する 10

アール当たりの交付単価 

② 

①のうち県の助成 

 

 

うち国の助成 

田 ３，６４０円 ２，７３０円 １，８２０円 

畑 １，６４０円 １，２３０円 ８２０円 

草地 ３２０円 ２４０円 １６０円 

ウ 対象組織の資源向上活動（長寿命化）を実施するために必要な金額が、ア

及びイに定める交付金の上限額未満の場合、当該対象組織に対する交付金の

うち県の助成は、当該交付額全体に 0.75 を乗じて得た額とする。 

（３）組織の広域化・体制強化 

対象組織への組織の広域化・体制強化に対する支援として当該活動期間中に限

り交付できる交付額は、次に掲げる表中の①の欄に定めるとおりとする。このう

ち、県の助成は、同表中の②の欄に定めるとおりとする。 

区分 

① 

１組織当たりの

交付額 

② 

①のうち県の

助成 

 

うち国の助成 

３集落以上 

又は 50ha 以上 200ha 未満 
４万円 ３万円 ２万円 

－５－ 



200ha 以上 1,000ha 未満 

又は特定非営利活動法人 
８万円 ６万円 ４万円 

1,000ha 以上 １６万円 １２万円 ８万円 

（４）助成措置 

県は、毎年度、予算の範囲内で、市町村長に対し、対象組織が当該年度におい

て資源向上支払交付金の交付に要する経費（（１）、（２）及び（３）の規定に

より算定された額の合計額をいう。）について助成する。 

 

（申請手続） 

第５ 規則第３条の規定による申請書（以下「交付申請書」という。）の様式は、別

記様式第１号のとおりとし、交付金の交付を受けようとする市町村長及び協議会

長は、知事から交付金の内示があった場合は、速やかに交付申請書を知事に提出

しなければならない。 

２ 市町村長及び協議会長は、前項の交付申請書を提出するに当たっては、当該交

付金に係る消費税仕入控除税額（交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税

に相当する額のうち、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）に規定する仕入れに係

る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和 25 年法律

第 226 号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同

じ。）があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなけれ

ばならない。ただし、申請時において当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明

らかでない場合はこの限りでない。 

３ 交付決定前に推進事業に着手しようとする市町村長及び協議会長は、その理由

を明記した別記様式第８号（交付決定前着手届）を提出するものとする。 

 

（交付決定の通知） 

第６ 知事は、第５の規定による交付申請書の提出があったときは、審査の上、交付

金を交付すべきものと認めたときは速やかに交付決定を行い、市町村長及び協議

会長に対しその旨を通知するものとする。 

 

（計画変更、中止又は廃止の承認） 

第７ 交付金を変更、中止又は廃止する場合の手続は、次に定めるとおりとする。 

（１）市町村長及び協議会長は、規則第５条の規定により交付金の変更をしようと

するときは、第５の交付申請手続に準じて、別記様式第２号（変更承認申請書）

を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

（２）市町村長及び協議会長は、規則第５条の規定により交付金の中止又は廃止を

しようとするときは、第５の交付申請手続に準じて、別記様式第３号（中止(廃

止)承認申請書）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 知事は、前項の承認をする場合において、必要に応じて交付決定の内容を変更

し、又は条件を付すことができる。 

３ 規則第５条第１項第４号の知事等の指示する軽微な変更は、別表の軽微な変更

の欄に掲げるものとする。 

 

（交付金の請求） 

第８ 市町村長及び協議会長は、第６の交付決定の通知をもとに交付金の交付（概算
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払を含む。）を請求しようとするときは、次に定めるとおりとする。 

（１）交付金の概算払を請求するときは、別記様式第４号（概算払請求書）を知事

に提出するものとし、分割して請求することができるものとする。 

（２）交付金の交付を請求するときは、別記様式第５号（交付請求書）を知事に提

出するものとする。 

 

（状況報告） 

第９ 知事は、規則第 10 条の規定により、市町村長及び協議会長に対して当該交付

金に係る事業の遂行状況について報告を求めることができる。 

 

（実績報告） 

第 10 規則第 12 条第１項に規定する実績報告書（以下「実績報告書」という。）の

様式は、別記様式第６号のとおりとし、知事に提出しなければならない。 

２ 第５第２項ただし書により交付の申請をした市町村長及び協議会長は、前項の

実績報告書を提出するに当たって、当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明ら

かである場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。 

３ 第５第２項ただし書により交付の申請をした市町村長及び協議会長は、第１項

の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により、当該

交付金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額（前項の規定に

より減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を別記

様式第７号（消費税仕入控除税額報告書）により速やかに知事に報告するととも

に、知事による返還命令を受けてこれを返還しなければならない。 

また、当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合又はない

場合であっても、その状況等について、第 12 の確定のあった日の翌年６月 15 日

までに、同様式により知事に報告しなければならない。 

 

（実績報告書の提出期限） 

第 11 第 10 第１項の実績報告書の提出期限は、交付金に係る事業が完了した日（別

表の事業の欄に掲げる１及び２については、交付金の支払いが完了し、活動組

織等からの実績報告があった日）若しくは中止（廃止）の承認を受けた日から

起算して 30 日を経過した日、又は交付決定のあった日の属する年度の３月 31

日のいずれか早い日とする。 

 

（交付金の額の確定等） 

第 12 知事は、第 10 第１項による報告を受けた場合には、実績報告書の書類の審査

及び必要に応じて現地調査等を行い、交付金に係る事業の実施結果が交付決定

の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、規則第 13 条第１項の

規定により交付金の額を確定し、市町村長及び協議会長に通知するものとす

る。 

 

（財産の管理） 

第 13 規則第 19 条第１項第２号の知事等が指定する財産は、１件の取得価格が 50 万

円以上の機械及び器具とする。 

２ 規則第 19 条第２項第２号に規定する期間は、農林畜水産業関係補助金等交付
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規則（昭和 31 年農林省令第 18 号）に定められている耐用年数に相当する期間と

する。 

 

（交付金の経理） 

第 14 市町村長及び協議会長は、交付金に係る事業についての帳簿を備え、他の経理

と区分して市町村及び協議会の収入及び支出を記載し、交付金の使途を明らかに

しておかなければならない。 

２ 市町村長及び協議会長は、前項の収入及び支出について、その支出内容の証拠

書類又は証拠物を整備して、前項の帳簿とともに交付金に係る事業の完了した日

の属する年度の翌年度から起算して５年間整備保管しなければならない。 

 

（書類の提出部数及び経由） 

第 15 この要綱の規定により提出する書類の部数は２部とし、管轄する地域振興局

の長に提出するものとする。 

 

附則（平成 26 年４月１日付け 26 農整第 172 号） 

１ この要綱は、平成 26 年４月１日から施行する。 

２ この通知による改正前の要綱に基づき、平成 25 年度までに実施した事業の実

績報告については、なお従前の例によることとする。 

３ また、この要綱の制定に伴い、長野県農地・水保全管理支払交付金交付要綱（平

成 23 年４月１日付け 23 農整第 132 号）は廃止する。 

附則（平成 27 年４月９日付け 27 農整第 159 号） 

１ この要綱は、平成 27 年４月９日から施行する。 

附則（平成 27 年９月 15 日付け 27 農整第 509 号） 

１ この要綱は、平成 27 年９月 15 日から施行する。 

附則（平成 28 年４月１日付け 28 農整第 140 号） 

１ この要綱は、平成 28 年４月１日から施行する。 

 

附則（平成 29 年３月 30 日付け 28 農整第 1020 号） 

１ この要綱は、平成 29 年４月１日から施行する。 

附則（平成 29 年７月 24 日付け 29 農整第 387 号） 

１ この要綱は、平成 29 年７月 24 日から施行する。 

附則（平成 30 年４月２日付け 30 農整第 78 号） 

１ この要綱は、平成 30 年４月２日から施行する。 

附則（令和元年５月 13 日付け元農整第 184 号） 

１ この要綱は、令和元年５月 13 日から施行する。 

附則（令和２年５月１日付け２農整第 149 号） 

１ この要綱は、令和２年５月１日から施行する。 

附則（令和３年５月 20 日付け３農整第 229 号） 

１ この要綱は、令和３年５月 20 日から施行する。 
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附則（令和４年４月１日付け４農整第 145 号） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附則（令和４年７月 27 日付け４農整第 458 号） 

１ この要綱は、令和４年７月 27 日から施行する。 

附則（令和５年４月 19 日付け５農整第 105 号） 

１ この要綱は、令和５年４月 19 日から施行する。 
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別表（第２及び第７第３項関係） 

  

事 業 経費の内容 交付率 

軽微な変更 

経費の配分の変更 
事業内容等 

の変更 

１農地維持支払

交付金 

実施要綱別紙１により市町村が

対象組織に対して支払う農地維

持支払交付金に要する経費 

定額 実施要綱別紙２によ

り市町村が対象組織

に対して支払う資源

向上支払交付金に要

する経費との相互間

における 30％以内の

増減 

事業実施主体の

変更以外の変更 

２資源向上支払

交付金 

実施要綱別紙２により市町村が

対象組織に対して支払う資源向

上支払交付金に要する経費 

定額 実施要綱別紙１によ

り市町村が対象組織

に対して支払う農地

維持支払交付金に要

する経費との相互間

における 30％以内の

増減 

事業実施主体の

変更以外の変更 

３日本型直接支

払推進交付金

（多面的機能

支払交付金に

係る推進事

業） 

(1) 推進交付金交付等要綱別紙

１の第２の規定により市町村

が行う事業に要する経費の全

部又は一部に充てるため、知

事が市町村長に対し交付金を

交付する場合における当該交

付に要する経費 

(2) 推進交付金交付等要綱別紙

１の第３の規定により協議会

が行う事業に要する経費の全

部又は一部に充てるため、知

事が協議会長に対し交付金を

交付する場合における当該交

付に要する経費 

定額 － － 
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別記様式第１号（第５関係） 

 

  年度 多面的機能支払交付金交付申請書 

 

番   号  

年 月 日  

 

長野県知事 様 

 

市町村長   氏  名  

（長野県農業農村多面的機能発揮促進協議会長）  

 

  年度において、下記の事業を実施したいので、長野県多面的機能支払交付金交付要綱第５

第１項の規定により、   円の交付を申請します。 

 

記 

 

１ 交付金交付申請額 

農地維持支払交付金                       円 

資源向上支払交付金                       円 

日本型直接支払推進交付金                    円 

（多面的機能支払交付金に係る推進事業） 

 

２ 事業完了予定年月日 

  年 月 日 

 

３ 事業要件の確認 

確 認 事 項 確認欄 

 交付金交付申請に際し、交付要綱第１第１項又は第２項に規定する本交付金事

業の国の要綱、要領の事業要件を満たすことを確認しました。 

 

 

４ 添付書類 

年度 多面的機能支払交付金 事業実施計画書 

年度 日本型直接支払推進交付金（多面的機能支払交付金に係る推進事業）  

事業実施計画書 

 

注１：事業要件の確認の確認欄には「✔」を記載すること。 

注２：添付書類として、多面的機能支払交付金実施要綱別紙３の第２又は日本型直接支払推進交付金実施要綱

第３の３（又は４）により知事に提出した事業実施計画書を添付すること。 

注３：資源向上支払交付金には、「組織の広域化・体制強化」の費用を含む。 

注４：交付申請額の右側に括弧書きで、仕入れに係る消費税等相当額について、これを減額した場合は、「減額した

金額」、同税額がない場合は「該当なし」、同税額が明らかでない場合は「含む税額」とそれぞれ記入するこ

と。 

  －11－ 



別記様式第２号（第７関係） 

 

  年度 多面的機能支払交付金変更承認申請書 

 

番   号  

年 月 日  

 

長野県知事 様 

 

市町村長   氏  名  

（長野県農業農村多面的機能発揮促進協議会長）  

 

 

  年 月 日付け長野県 指令 第 号で交付決定通知のあった事業について、下記のとお

り計画を変更し［金    円の追加交付（減額承認）を受け］たいので、長野県多面的機能支

払交付金交付要綱第７第１項の規定により申請します。 

 

記 

 

１ 変更の理由 

 

 

２ 交付金交付申請額 

農地維持支払交付金                       円 

資源向上支払交付金                       円 

日本型直接支払推進交付金                    円 

（多面的機能支払交付金に係る推進事業） 

 

３ 事業完了予定年月日 

  年 月 日 

 

４ 添付書類 

年度 多面的機能支払交付金 事業実施計画書（変更） 

年度 日本型直接支払推進交付金（多面的機能支払交付金に係る推進事業）  

事業実施計画書（変更） 

 

 

注１：金額の変更のない場合は、本文の［ ］の部分は除くこと。 

注２：交付金交付申請額及び添付書類の「２．事業計画及びその内容」及び「３．経費の配分」は、変更になる部分

について、容易に比較対照できるよう変更部分を二段書とし、変更前を（ ）書で上段に記入すること。 
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別記様式第３号（第７関係） 

 

    年度 多面的機能支払交付金中止（廃止）承認申請書 

 

番   号  

年 月 日  

 

長野県知事 様 

 

市町村長   氏  名  

（長野県農業農村多面的機能発揮促進協議会長）  

 

 

  年 月 日付け長野県 指令 第 号で交付決定通知のあった事業について、下記のとお

り中止（廃止）したいので、長野県多面的機能支払交付金交付要綱第７第１項の規定により申請

します。 

 

記 

 

１ 中止（廃止）の理由 

 

 

２ 事業の遂行状況 

 

区 分 

計  画 事業中止（廃止）時の状況 

備考 
事業量 

交付金 

対 象 

事業費 

県 費 

交付金 
事業量 

交付金 

対 象 

事業費 

県 費 

交付金 
進捗率 

  円 円  円 円 ％  

         

計         

 

３ 今後の事業実施の見通し（廃止に伴う返還交付金額） 

 

 

  

－13－ 



別記様式第４号（第８関係） 

 

  年度 多面的機能支払交付金概算払請求書 

 

番   号  

年 月 日  

 

長野県知事 様 

 

市町村長   氏  名  

（長野県農業農村多面的機能発揮促進協議会長）  

 

 

  年 月 日付け長野県指令 第 号で交付決定通知のあった事業について、概算払を受け

たいので、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

区 分 
交付金交付 

決 定 額 

概算払額 

残 高 前回までに支払

いを受けた額 
今回請求額 計 

 円 円 円 円 円 

農地維持支払交付金      

資源向上支払交付金      

日本型直接支払推進

交付金 
     

計      

 

 

［振込先］ 

金 融 機 関 名： 

預金種別・口座番号： 

口  座  名  義： 
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別記様式第５号（第８関係） 

 

  年度 多面的機能支払交付金交付請求書 

 

番   号  

年 月 日  

 

長野県知事 様 

 

市町村長   氏  名  

（長野県農業農村多面的機能発揮促進協議会長）  

 

 

  年 月 日付け長野県達 第 号で確定のあった事業について、交付を受けたいので、下

記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 交付金確定額                           円 

 

２ 交付金概算払受領済額                       円 

 

３ 今回交付金請求額                         円 

 

 

［振込先］ 

金 融 機 関 名： 

預金種別・口座番号： 

口  座  名  義： 
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別記様式第６号（第 10 関係） 

 

  年度 多面的機能支払交付金実績報告書 

 

番   号  

年 月 日  

 

長野県知事 様 

 

市町村長   氏  名  

（長野県農業農村多面的機能発揮促進協議会長）  

 

 

  年 月 日付け長野県指令 第 号で交付決定（及び  年 月 日付け長野県指令 第 

 号で変更交付決定）通知のあった事業について、交付決定通知の内容に従い実施したので、長

野県多面的機能支払交付金交付要綱第 10 第１項の規定により、その実績を下記のとおり報告し

ます。 

 

記 

 

１ 交付金実施額 

農地維持支払交付金                       円 

資源向上支払交付金                       円 

日本型直接支払推進交付金                    円 

（多面的機能支払交付金に係る推進事業） 

 

２ 事業完了年月日 

  年 月 日 

 

３ 添付書類 

年度 多面的機能支払交付金 事業実績報告書 

年度 日本型直接支払推進交付金（多面的機能支払交付金に係る推進事業） 

 事業実績報告書 

 

 

注１：添付書類として、多面的機能支払交付金実施要綱別紙１の第８の１、同要綱別紙２の第８の１又は日本

型直接支払推進交付金実施要綱第５の２により知事に提出する事業実績報告書を添付すること。 

注２：資源向上支払交付金には、「組織の広域化・体制強化」の費用を含む。 

注３：添付書類の「２．事業計画及びその内容」及び「３．経費の配分」は、変更になった部分について、容易に比

較対照できるよう変更部分を二段書とし、変更前を（ ）書で上段に記入すること。 
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別記様式第７号（第 10 関係） 

 

  年度 多面的機能支払交付金の消費税仕入控除税額報告書 

 

番   号  

年 月 日  

 

長野県知事 様 

 

「市町村又は長野県農業農村多面的機能発揮促進協議会」 

所 在 地 

団体名称 

代 表 者                  

 

  年 月 日付け長野県指令 第 号で交付決定通知のあった多面的機能支払交付金につい

て、長野県多面的機能支払交付金交付要綱第 10 第３項の規定により、下記のとおり報告しま

す。 

 

記 

 

１ 補助金等交付規則第 13 条の交付金の額の確定額 金        円 

（  年 月 日付け 第 号による額の確定通知額） 

２ 交付金の確定時に減額した消費税仕入控除税額 金        円 

３ 消費税の申告により確定した消費税仕入控除税額  金        円 

４ 交付金返還相当額 金        円 
（注）記載内容の確認のため、以下の資料を添付すること。 

なお、交付対象事業者が法人格を有しない組合等の場合には、すべての構成員分を添付すること。 

・消費税確定申告書の写し（税務署の収受印等のあるもの） 

・付表２「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」の写し 

・３の金額の積算の内訳（人件費に通勤手当を含む場合は、その内訳を確認できる資料も提出すること。） 

５ 当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない場合、その状況等 

［                                       ］ 
（注）消費税及び地方消費税の確定申告が完了していない場合にあっては、申告予定時期も記入すること。 

６ 当該交付金に係る消費税仕入控除税額がない場合、その理由 

［                                       ］ 

（注）記載内容の確認のため、以下の資料を添付すること。 

なお、交付対象事業者が法人格を有しない組合等の場合には、すべての構成員分を添付すること。 

・免税事業者の場合には、交付対象事業実施年度の前々年度に係る法人税（個人事業者の場合は所得税）確定

申告書の写し（税務署の収受印等のあるもの）及び損益計算書等、売上高を確認できる資料 

・新たに設立された法人であって、かつ免税事業者の場合は、設立日、事業年度、事業開始日、事業開始日に

おける資本金又は出資金の金額が証明できる書類など、免税事業者であることを確認できる資料 

・簡易課税制度の適用を受ける事業者の場合には、交付対象事業実施年度における消費税確定申告書（簡易課

税用）の写し（税務署の収受印等のあるもの） 

・交付対象事業者が消費税法第 60 条第４項に定める法人等である場合には、同項に規定する特定収入の割合を

確認できる資料 
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別記様式第８号（第５関係） 

 

番   号  

年 月 日  

 

長野県知事 様 

 

市町村長   氏  名  

（長野県農業農村多面的機能発揮促進協議会長）  

 

 

  年度 日本型直接支払推進交付金（多面的機能支払交付金に係る推進事業） 

交付決定前着手届 

 

 

長野県多面的機能支払交付金交付要綱第５第３項の規定により、下記条件を了承の上、別添事

業について交付決定前に着手したいので提出します。 

 

 

記 

 

 

１ 交付決定を受けるまでの期間内に、天変地異等の事由によって実施した事業に損失を生じた

場合、これらのあらゆる損失は、事業実施主体が負担するものとする。 

 

２ 交付決定を受けた交付金が、交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合においても、異

議がないこと。 

 

３ 当該事業については、着手から交付決定を受けるまでの期間内においては、計画変更はない

こと。 
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（別添） 

事業名 事業費 
着手予定 

年月日 

完了予定 

年月日 
理由 

・市町村 

推進事業 

 

・推進組織 

推進事業 
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